


本市を取り巻く環境や課題、市民意識調査の結果などを踏まえ、｢まちづくりの理念｣として次の３つを掲げます。今後まちづく
りを進めるに当たっては、市政運営の全ての分野において、まちづくりの理念を基本として、将来像の実現に向けた取組を進めて
いきます。

安全と安心
首都直下地震※1の懸念や気候変動に起因する局地的豪雨など近年大規模化する自然災害に備えるため、ハード、ソフトの両

面から災害に強いまちづくりを進めます。
また、住み慣れた地域で年齢や障がいの有無にかかわらず、誰もが安全で安心して暮らしていくことができるよう地域が一

体となって暮らしの安全と安心の構築に取り組みます。

地域力
まちづくりの主役は市民です。市民が一体となって地域で活躍できる場や機会を共有するとともに、地域に愛着と誇りを持ち、

まちづくりに主体的に参画する人を増やすとともに、世代を超えた交流及び学び合いを進めます。
また、地域の自主性及び自立性を高め、地域の課題を解決する地域力を醸成します。

環境
活気にあふれる便利な市街地、美しさやゆとりのある景観など、快適で市民が暮らしやすい住環境が整ったまちを創出します。
また、自然環境との共生を通じ、環境にやさしく、住み心地の良いまちづくりを進めます。

将来像は、市の将来のあるべき姿を明確に示すもので、これからのまちづくりに対する市民共有の目標となるものです。
まちづくりの理念「安全と安心」、「地域力」、「環境」を大切にした市政運営を進めることにより、目標年次である令和12年

（2030年）に向けて「まちの将来像」を、次のように定めます。

本市は、子育て世代など若い世代が多く転入しています。これからも、幅広い世代間での地域コミュニティづくりを推進し、
人のつながりが生まれ、互いが助け合うことで「心豊かなまち」をつくり、「移り住んでみたい」、「住んで良かった」、そして、何世
代にもわたって「住み続けたい」と思うことのできるまちを目指します。

将来像

人がつながる
豊かで住み続けたいまち

ふじみ野

※1　�首都直下地震：首都及びその周辺地域の直下で発生するマグニチュード７クラスなどの地震の総称。

まちづくりの理念

まちの将来像
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将来像の実現に向けた取組を大きく９つの分野に分けて推進します。

まちづくりの理念

人
が
つ
な
が
る
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で
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野

分野１　暮らしと地域コミュニティ ～人がつながるまち～

分野２　生きがい・文化・スポーツ ～うるおいのある豊かなまち～

分野３　子育て・福祉 ～みんなで支え合う思いやりのあるまち～

分野４　健康・保険 ～元気・健康の好循環が生まれるまち～

分野５　地球環境・自然環境 ～豊かな水と緑が調和したまち～

分野６　産業・経済 ～にぎわいと活力にあふれるまち～

分野７　都市整備 ～快適で便利なまち～

分野８　防災・防犯 ～災害に強く犯罪のないまち～

分野９　教育 ～地域の絆で育む学びのまち～

将来像
安全と安心 地域力 環境

将来像の実現に向けた９つの分野
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各分野の方針

分野１　暮らしと地域コミュニティ ～人がつながるまち～
● �市民一人ひとりがまちづくりの主体であることを認識し、身近なところから市政に参加することで、協働によるまちづくりを目

指します。
● �声掛けや助け合いなど、周りを気遣う思いやりにあふれた地域コミュニティを形成するとともに、人権尊重を基盤とした男女

共同参画や多文化共生を推進し、誰もが暮らしやすいまちづくりを目指します。

分野２　生きがい・文化・スポーツ ～うるおいのある豊かなまち～
● �市民や地域団体の自主性・創造性を尊重した文化活動やスポーツ活動を推進することで、うるおいのある豊かな生活を営める

まちづくりを目指します。
● �誰もが自ら学ぶ機会を通じ、生涯にわたり生きがいをもって暮らせるまちづくりを目指します。

分野３　子育て・福祉 ～みんなで支え合う思いやりのあるまち～
● �家庭・地域・行政が相互に連携、協力することで、子どもを安心して産み育てることができる環境づくりを推進し、子どもの笑

顔があふれるまちづくりを目指します。
● �年齢や障がいの有無にかかわらず、誰もが住み慣れた地域でいきいきと暮らせるまちづくりを目指します。

分野４　健康・保険 ～元気・健康の好循環が生まれるまち～
● �「元気・健康都市宣言」に則り、市民一人ひとりが自分にあった健康づくりへの取組を進めることで、元気・健康による好循環の

まちづくりを目指します。
● �社会保険制度の安定した運営を進めることで、誰もが必要な医療や介護サービスを受けられ、自立した日常生活を営めるまち

づくりを目指します。

分野５　地球環境・自然環境 ～豊かな水と緑が調和したまち～ ● �地球環境への負荷が少ない循環型社会の構築を目指します。
● �多様で豊かな自然環境を生かして、水と緑が調和した憩いと安らぎのあるまちづくりを目指します。

分野６　産業・経済 ～にぎわいと活力にあふれるまち～
● �産業の振興を図ることで、にぎわいのある暮らしやすいまちづくりを目指すとともに、産業の誘致など市民の雇用の場を創出

することで、活力にあふれるまちづくりを目指します。
● �地域資源を活用し、新たな市の魅力を創出することで、にぎわいのあるまちづくりを目指します。

分野７　都市整備 ～快適で便利なまち～
● �駅を中心に、道路や公共交通など、より一層利用しやすくすることで利便性の向上を図るとともに、上・下水道の整備と適切な

維持により快適なまちづくりを目指します。
● �公園などの整備を含め景観資源を大切にしたうるおいと美しさのあるまちづくりを目指します。

分野８　防災・防犯 ～災害に強く犯罪のないまち～ ● �地震や水害などの災害対策を進め、災害に強いまちづくりを目指します。
● �市民と行政が連携し、防犯対策を強化することで、犯罪のないまちづくりを目指します。

分野９　教育 ～地域の絆で育む学びのまち～
● �学校と地域が連携して教育環境の向上に努めることで、次世代を地域が育むまちづくりを目指すとともに、質の高い教育環境

を充実させることで学力の向上を目指します。
● �これまでの歴史を大切にするとともに、誰もがいつでもどこでも学ぶことができる環境を整備することで、成長ができる学び

のまちづくりを目指します。
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本市では、平成23年に「ふじみ野市行政経営戦略プラン」を策定し、｢市民との協働による成果重
視型の行政経営｣を基本方針とし、スピード感と実行力とを重視しながら、市政の刷新を行ってきま
した。

将来像「人がつながる　豊かで住み続けたいまち　ふじみ野」の実現に向け、引き続き次のよう
な｢行政経営の視点｣を重視し、効率的でメリハリのある市民に開かれた行政経営を行います。

❶ 情報発信と的確な市民ニーズの把握
本市の特色ある取組を広く情報発信することはもとより、魅力ある地域資源を発掘し、活用する

ことで、地域のイメージや知名度を向上させ、交流人口※1や定住人口※2の増加を促進します。
また、行政のみならず市民や各種団体、民間が一体となって市の魅力を戦略的に発信するととも

に、｢訪れてみたい｣、｢住んでみたい｣と思われるまちづくりを推進します。
さらには、市民ニーズを的確に把握した上で行政サービスを提供することにより、市民の意向を反

映したまちづくりを推進します。

❷ スリムで効率的な行政経営
今後、少子高齢化が更に進むことによる社会保障費※3の増大や老朽化が進む公共施設への対応、

また、多様化する市民ニーズに柔軟に対応していくことや、厳しい財政状況にあっても持続可能なま
ちづくりを進めていくためには、引き続き不断の改革を推進していくことが重要となります。そこで、
今後も持続可能で柔軟性のある財政、スリムで効率的な組織機構を維持していきます。

また、ＰＤＣＡサイクル※4を実践し、社会情勢の変化や市民ニーズの変化に対応し、広域連携、民
間活力の導入、ＩＣＴ※5の活用を促進することで良質な市民サービスを提供し、市民満足度を向上
させるとともに、安定した行政経営を推進します。

※1　�交流人口：観光や仕事など様々な理由によって、ふじみ野市外からふじみ野市を訪れる人口。
※2　�定住人口：その地域に住んでいる居住者の人口。
※3　�社会保障費：医療・介護の自己負担分以外の給付額や年金の給付額など、社会保障制度によって国や地方公共団体から国民に給

付される額
※4　�ＰＤＣＡサイクル：計画（plan）、実行（do）、評価（check）、改善（action）のプロセスによる政策のマネジメントサイクル。政策、

取組ごとに推進状況や今後の方向性等を含めた評価を行うとともに、その評価結果を基に、次年度の予算編成の方針の策定や
戦略的な事業展開を図ること。

※5　�ＩＣＴ：情報処理や通信に関連する技術、産業、設備、サービスなどの総称。Information and Communication Technology 
の略語。

まちづくりの進め方
～成果重視の行政経営～
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❸ 重点戦略の実行
将来像の実現を目指し、持続可能な市政運営を行うために、優先して取り組むべき方向性を「重点

戦略」として定め、実施事業の「選択と集中」を図ります。

重点戦略１  地域力の高いまちをつくる

市民ニーズの多様化により、行政だけで全ての問題を解決していくことは難しい状況にあります。
そこで、地域住民自らが地域課題の解決に向けた取組や、自治組織、市民団体（ＮＰＯ法人等）の活
動を支援することで｢地域力の高いまち｣を目指します。

重点戦略２  生涯にわたり健やかで元気のあるまちをつくる

市民一人ひとりの健康こそが、元気のあるまちの根元です。生涯にわたり文化・スポーツや生きが
いのための学習、介護予防などの健康づくりを促進することで、社会保障費の軽減につながり、そこ
で生み出された財源により、次の新たな健康づくりの施策展開が可能となります。その｢元気・健康
の好循環｣の下、子どもからお年寄りまで｢生涯にわたり健やかで元気のあるまち｣を目指します。

重点戦略３  子育てや教育の充実したまちをつくる

ふじみ野市人口ビジョン※6で示した市民の希望出生率※7 ｢1.8｣をかなえるべく、市民が「このふじみ
野市なら多くの子どもを安心して産み育てられる」と思うことができる｢子育てや教育の充実したま
ち｣を目指します。

重点戦略４  にぎわいや美しさの中にも強さのあるまちをつくる

人が集い、にぎわいが創出され、地域が活気に満ちたまちづくりを行うとともに、自然を残しつつ
都市景観の美しさに配慮した都市整備を行います。

また、近年の地震や大型台風、集中豪雨、竜巻などの自然災害が頻発している状況を踏まえ、災
害対策により｢にぎわいや美しさの中にも強さのあるまち｣を目指します。

※6　�人口ビジョン：人口動態の現状、地域特性を整理・分析し、施策効果による人口の将来展望を予測推計したもの。
※7　�希望出生率：夫婦の理想の子ども数と独身者の理想の子ども数を基に算出した出生率。独身者の結婚希望率や離婚するなどの影

響も加味したものとなっている。 8



令和12年（2030年）の本市の将来人口は、117,900人とします。

この将来人口は、「まち・ひと・しごと創生法※1」に基づき、平成27年10月に策定した「ふじみ野市
人口ビジョン」の将来展望を基に再推計※2を行い、人口を見込んでいます。

※1　�まち・ひと・しごと創生法：少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度
の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくため平成26年に
施行された法律。

※2　�将来展望を基に再推計：「ふじみ野市人口ビジョン」では合計特殊出生率が平成27年の「1.36」から、令和12年（2030年）にか
けて希望出生率の「1.8」に到達するものと想定した自然増や、今後の宅地開発による社会増を見込んで推計。将来人口を設定
するに当たっては、「ふじみ野市人口ビジョン」の平成27年の合計特殊出生率を「1.53」に更新し、平成29年度に再推計している。
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※3　�広域幹線道路：高速自動車国道などの高規格幹線道路、一般国道、主要地方道で構成される現在延長約12 万km（将来構想18 
万km）の道路。

本市の将来像である「人がつながる　豊かで住み続けたいまち　ふじみ野」の実現を目指し、次の方針によ
り土地利用を進めます。そして、「安全と安心」、「地域力」、「環境」というまちづくりの理念に基づき、市民をはじ
め各種団体、事業者、行政が互いに協力し、優れた住環境の創出と、都市の自立性を確保するための産業振興
の側面を考慮しながら、将来を見据えた総合的かつ計画的な土地利用を推進します。

❶ 将来を見据えた総合的かつ計画的な土地利用方針

● 公共サービスの拠点周辺地域
ふじみ野市役所、大井総合支所周辺などの公共施設や公共スポーツ施設が集中して配置されている地域で

は、それぞれの公共施設を中心とした、豊かな市民生活を支える土地利用を進めます。

● 生活地域
上福岡駅、ふじみ野駅周辺などの公共交通によるアクセスの利便性が高い地区や土地区画整理などにより良

好な住環境が整備された地区を中心に、公共交通ネットワーク・交通結節点機能の強化を図りつつ、商業施設、
公共施設、医療・介護・福祉・子育て支援施設などが充実した快適で便利な生活を支える土地利用を進めます。

● 産業地域
産業系土地利用については、周辺環境への影響や公害の発生の防止などに配慮しながら、まとまりのある形

での立地を進めます。また、新たな産業拠点整備については、広域幹線道路※3などの都市施設の整備状況、企
業の立地や設備投資の動向などを踏まえつつ、周辺環境と調和した形での土地利用を進めます。

● 農業地域
営農意欲の高い農業従事者の農地などについては、都市近郊農業の特性を生かし、生産性の向上を図ると

ともに農地の持つ多面的機能を生かした土地利用を進めます。

❷ その他の土地利用の考え方

● 緑の保全
都市近郊の優れた自然環境については、中長期的な視点で、憩いの場としてうるおいと安らぎのある形での

保全を進めます。

● 適切な土地利用の推進
土地利用の転換の可能性がある地域や、長期的な未利用地・遊休地化につながるおそれがある地域につい

ては、無秩序な開発を抑制しつつ、適切な土地利用を進めます。
なお、土地利用の方針を定めた図については、別途、ふじみ野市都市計画マスタープランで位置付けます。 

土地利用構想

10



❶ �後期基本計画の考え方
後期基本計画は、基本構想に掲げたまちの将来像「人がつながる 豊かで住み続けたいまち ふじ

み野」を実現するため、9つの分野に対し、令和６年度から令和12年度（2030年度）までの７年間で
取り組むべきまちづくりの方向性を示したものです。

基本構想で示した「重点戦略」のうち、前期の６年間で重点的に取り組むべき事項を「前期重点プ
ロジェクト」として位置付け、優先して事業に取り組んできました。しかし、前期基本計画の策定から
６年が経過し、社会環境が大きく変化し、なかでも令和２年から感染が拡大した新型コロナウイル
スは、人々の生命や健康を脅かし、日常生活のみならず、社会全体に大きな影響を与えました。

後期基本計画では、令和６年度からの７年間で重点的に取り組むべき事項を「後期重点プロジェク
ト」として位置付けます。また、「第２期ふじみ野市まち・ひと・しごと創生総合戦略」は後期基本計
画と担う範囲が重なるとともに、各施策にも大きく影響することから、後期基本計画と一体的な策
定及び推進を図り、進捗管理についても、後期基本計画の取組や指標を活用することで、効率的な
効果検証を行います。

なお、平成27年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」は、「誰一人取
り残さない」社会の実現を目指す世界共通の17の目標（ゴール）と169のターゲットで構成されてい
ます。「第２期ふじみ野市まち・ひと・しごと創生総合戦略」においても、ＳＤＧｓの推進は、地方創生
に資するものであり、その達成に向けて取組を推進していくことが重要としています。

後期基本計画の各施策の取組が、まちづくりの目標の達成につながり、さらにＳＤＧｓの目標
（ゴール）達成につながることを目指します。

後期基本計画 ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略

後期重点プロジェクト
9つの分野（全38施策）

3か年実施計画

分
野
１
暮
ら
し
と
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

分
野
２
生
き
が
い
・
文
化
・

ス
ポ
ー
ツ

分
野
３
子
育
て
・
福
祉

分
野
４
健
康
・
保
険

分
野
５
地
球
環
境
・

自
然
環
境

分
野
６
産
業
・
経
済

分
野
７
都
市
整
備

分
野
８
防
災
・
防
犯

分
野
９
教
育

将来像　人がつながる 豊かで住み続けたいまち ふじみ野

分野を支える５つの取組

後期基本計画の概要
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❷ ��重点プロジェクトの位置付け

基本構想

後期重点プロジェクト

まちづくりの進め方
1．情報発信と的確な市民ニーズの把握
2．スリムで効率的な行政経営
3．重点戦略の実行 

1．“オールふじみ野” まちづくりプロジェクト

2．いきいき“元気・健康”プロジェクト

3．子育てするならふじみ野市・こどもの未来を育むプロジェクト

4．強靱なまちづくりプロジェクト

5．美しく活気ある暮らしやすいまちプロジェクト

6．市のこと知って使ってプロジェクト

市民意識調査結果
からの課題・評価

環境変化・動向

12



基本構想では、まちの将来像「人がつながる 豊かで住み続けたいまち ふじみ野」の実現を目指
し、優先して取り組むべき方向性として4つの「重点戦略」を設定しています。この4つの「重点戦略」
を含む、「まちづくりの進め方」の考えに基づき、後期基本計画の７年間で重点的に推進する具体的
な取組を「後期重点プロジェクト」として位置付けます。

◆ プロジェクトのねらい ◆ 重点的な取組
多様な市民が経験や学びを生かして地域で活躍する場を
創出します。併せて、行政とともに市民、市民団体（ＮＰＯ
法人等）、事業者等が相互に連携し、地域の課題を主体的、
日常的に解決していけるよう活動を支援します。また、誰も
が住み慣れた地域でいきいきと安心して生活できるよう、
地域でのふれあい、支え合いを大切にしながら「オールふじ
み野」でまちづくりを進めます。

● �市民、市民団体等と連携した協働のまちづくりを推進し
ます。

● �自治組織の活動について主体性を尊重した支援を継続
します。

● �包括的支援体制の構築を更に推進するとともに、誰も
が参加しやすい居場所づくりを進めます。

後期重点
プロジェクト １ “オールふじみ野”まちづくりプロジェクト

◆ プロジェクトのねらい ◆ 重点的な取組
生きがいのための学習や文化・スポーツ、介護予防など元
気・健康づくりに向けた市民活動の機会を提供し、市民一
人ひとりが自分らしく暮らし続けることができる基盤を構
築します。

● �文化施設の整備により多くの市民が文化芸術活動に取り組め
る環境をつくるとともに、市の文化芸術活動等の活性化を行
うため、文化団体間のネットワークの構築を進めます。

● �誰もが生涯にわたってスポーツを継続し、心身共に健康に生
活を営めるよう、スポーツに親しめる場を提供します。

● �ライフスタイル等に合わせた取組を継続できるよう、総合的な
健康対策を推進し、地域全体に健康志向の輪を広げます。

後期重点
プロジェクト ２ いきいき“元気・健康”プロジェクト

◆ プロジェクトのねらい ◆ 重点的な取組
子どもたちを地域全体で支え、子どもの健やかな成長を願
い、安心して子どもを産み育てる喜びが感じられる環境を
構築します。また、社会変化に対応した学びの場の提供と
学校の教育力の向上を図り、未来を担う子どもの確かな学
力と自立する力を育成します。

● �市全体で子どもと子育て家庭を支援する体制を整え、「こど
もにやさしいまち」を推進します。

● �保護者が安心して子どもを預けられる保育施設の充実を図
るため、保育所等の継続的な設備整備や修繕を進めます。

● �タブレット端末の活用を含め、令和の日本型学校教育の実
現に向け、誰一人取り残さない個別最適な学びと協働的な学
びを推進します。

後期重点
プロジェクト ３ 子育てするならふじみ野市・こどもの未来を育むプロジェクト

後期重点プロジェクト
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◆ プロジェクトのねらい ◆ 重点的な取組
豊かな自然環境を守りつつ、快適で良好な住環境を維持
し、魅力的な都市空間を創出します。また、商業をはじめと
した地域経済の活性化を図るとともに、魅力ある祭りによ
り地域のにぎわいを創出します。

● �カーボンニュートラル※３社会の実現に向けて、住宅用ス
マートエネルギーシステムや電気自動車の導入を促進し
ます。

● �広域交通、市内交通の円滑化、災害時の安全性の確保
のほか、幹線道路及び生活道路の整備を推進します。

● �「上福岡七夕まつり」や「おおい祭り」などの開催により
地域のにぎわいを創出します。

後期重点
プロジェクト ５ 美しく活気ある暮らしやすいまちプロジェクト

◆ プロジェクトのねらい ◆ 重点的な取組
市のことをもっと知ることで、サービスやイベントをさらに
利用していただくため、情報発信力を強化します。また、デ
ジタル技術やAI等の活用により、市民の利便性の向上を推
進します。

● �マスメディアへの積極的な情報提供やふるさと納税返
礼品による特産品の周知など、広報媒体の特性を生か
しながら魅力を発信します。

● �市民が使いやすく、分かりやすいオンラインサービスを
構築します。

● �電子申請サービスの活用によりオンライン上で可能な各
種行政手続を拡充します。

後期重点
プロジェクト ６ 市のこと知って使ってプロジェクト

◆ プロジェクトのねらい ◆ 重点的な取組
首都直下地震※１の懸念や気候変動に起因する局地的豪雨
など、近年激甚化する自然災害に備えるため、ハード、ソフ
トの両面から災害対策を強化することで、市民が安心して
暮らせる環境をつくります。

● �雨水貯留浸透施設の整備や排水施設の適切な維持管
理を徹底することにより、浸水被害への対策を強化し
ます。

● �自主防災組織の活動を支援し、地域防災力の向上を図
ります。

● �避難行動要支援者※２の把握に努め、災害時の円滑かつ
迅速な避難の確保を推進します。

後期重点
プロジェクト ４ 強靱なまちづくりプロジェクト

※１　�首都直下地震：首都及びその周辺地域の直下で発生するマグニチュード７クラスの地震の総称。
※２　�避難行動要支援者：高齢者や障がいのある人などの要配慮者のうち、災害時に自ら避難することが困難なものであって、円滑か

つ迅速な避難の確保を図るため、特に支援を要するもの。
※３　カーボンニュートラル：温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させること。 14



１
暮らしと地域
コミュニティ
～人がつながる
まち～

１　協働
- 市民が主役の地域の輪づくり
を推進します -

２　人権尊重
- 人権意識の向上を目指します -

３　市民総合相談
- 市民総合相談の充実・消費者の
被害防止と救済を支援します -

４　市民窓口サービス
- 利便性・満足度の高い窓口サー
ビスを提供します -

５　生きがい
- 市民のみんなで学ぶ、地域で
学ぶを推進します -

６　文化
- 魅力の発信と人々の参加・交
流を通し、未来につながる文化
を創造するまちを目指します -
７　スポーツ
- スポーツを通して市民が元気
にいきいきと暮らすことのでき
るまちを目指します -

８　地域福祉
- 地域で助け合って暮らせるま
ちを目指します -

９　障がい福祉
- 誰もが安心して地域で暮らせ
る共生社会を目指します -

10　高齢福祉
- 高齢者がいきいきと暮らせる
地域づくりを進めます -

11　子育て支援
‐ 子育てする喜びであふれる
笑顔を増やします -

12　保育
- 子育ても仕事もガンバる保護
者を応援します -

13　生活支援
- 生活安定の推進を目指します -

２
生きがい・
文化・スポーツ
～うるおいのある
豊かなまち～

３
子育て・福祉
～みんなで支え
合う思いやりの
あるまち～

分　　野 施　　策

４
健康・保険
～元気・健康の
好循環が生まれる
まち～

14　保健・医療
- 保健活動と地域医療体制の充
実を目指し、生涯を通じた健康
づくりを支援します -

15　医療保険
- 国民健康保険・後期高齢者医
療制度の安定運営に努めます -

16　介護保険（生活支援）
- 住み慣れた地域で支え合いな
がら暮らせるまちを目指します -

17　介護保険（介護給付）
- 持続可能な介護保険制度の運
営と、地域介護体制の充実を目
指します -

18　地域、自然環境
- 快適な生活環境の保全を目指
します -

19　循環型社会
- 資源循環型社会の構築を一層
進めます -

20　労働
- 雇用の場を創出し、働きやす
い環境を構築します -

21　農業
- 魅力ある農業の推進を図り、
地産地消の拡大を進めます -

22　商工業
- 新たな産業の育成と商工業の
活性化を進めます -

23　観光
- 誰でもいつでも観光を楽しめ
る環境づくりを進めます -

５
地球環境・
自然環境
～豊かな水と緑が
調和したまち～

６
産業・経済
～にぎわいと活力
にあふれるまち～

分　　野 施　　策

後期基本計画の体系
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７
都市整備
～快適で便利な
まち～

24　道路
- 安全に機能する道路交通体系
の充実を図ります -

25　交通安全
- 交通事故のない、安全なまち
を目指します -

26　公共交通
- 安全で便利な公共交通ネット
ワークづくりを進めます -

27　河川
- 安全で快適な水辺環境を保全
します -

28　都市計画
- 快適で便利なまちづくりを進
めます -

29　公園・緑地
- 公園・緑地の保全に努めます -

30　住宅
- 市民や事業者の協力により、
良好な住環境を整備します -

31　水道
- 安全な水道水を安定供給し
ます -

32　下水道
- 浸水被害を防止し、環境整備の
ため生活排水処理を進めます -

33　防災
- 危機管理体制の整備と災害に
強いまちづくりを進めます -

34　防犯
- 防犯体制を強化し、犯罪のな
いまちづくりを目指します -

８
防災・防犯
～災害に強く犯罪
のないまち～

分　　野 施　　策

９
教育
～地域の絆で育む
学びのまち～

35　教育環境
- 絆を深め、地域社会との協働
による「共育」を推進します -

36　学校教育
- 確かな学力と自立する力を育
成します -

37　社会教育
- 温もりある人と地域を育む学
びを推進します -

38　文化財・郷土資料
- 歴史文化の継承と文化財の活
用を進めます -

取組１　�情報発信と的確な�
市民ニーズの把握

- （１）情報発信・収集 - 

取組２　�スリムで効率的な�
行政経営

- （１）経営戦略 - 

取組２　�スリムで効率的な�
行政経営

- （２）経営資源（金銭的資源）- 

取組２　�スリムで効率的な�
行政経営

- （３）経営資源（人的資源）- 

取組２　�スリムで効率的な�
行政経営

- （４）経営資源（物的資源）- 

分野別計画を
支える取組
～成果重視の行政
経営～

分　　野 施　　策
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❶ �基本方針
国が策定した「デジタル田園都市国家構想総合戦略」や国が示した「まち・ひと・しごと創生基本

方針２０２１」における新たな視点を踏まえ、本市における、人口減少と地域経済縮小の克服、まち・
ひと・しごとの創生と好循環の確立を目指し、諸施策を展開します。

❷ �計画の期間
第３期ふじみ野市まち・ひと・しごと創生総合戦略の計画期間は、「ふじみ野市将来構想 from 

2018 to 2030」の後期基本計画と一体的に策定するため、後期基本計画の計画期間と同一の令
和６年度から令和12年度（2030年度）までの７年間とします。

❸ �基本的な視点
第２期ふじみ野市まち・ひと・しごと創生総合戦略の視点を深化・継承しつつ、一層の効果を上げ

るため、新たな視点を加えた以下の４つの基本的な視点を掲げ、施策の推進に取り組みます。

※1　�デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）：業務における作業の自動化、オンライン化、ペーパーレス化などをはじめ、様々なデ
ジタル技術を社会に浸透させることで、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること。

国の「まち・ひと・しごと創生基本方針２０２１」における新たな視点　抜粋

（１）ヒューマン　　
　　地方へのひとの流れの創出、人材支援

（２）デジタル　　
　　地方創生に資するＤＸ※1の推進

（３）グリーン　　
　　地方が牽引する脱炭素社会の実現

（１）雇用の創出・地域産業の活性化

（２）定住・移住の促進

（３）出産・子育てへの支援

（４）安全・安心なくらしを守り、デジタルを活用した魅力あるまちづくり

第３期ふじみ野市まち・ひと・しごと
創生総合戦略の概要
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「基本的な視点」に基づき、本市の実情に合わせた４つの基本目標を次のとおり定め、実現するべ
き成果に係る数値目標を設定し、基本的な方向を示します。

地域力を高める取組、安全対策や都市基盤の整備、健康推進の取組などを進めるとともに、多く
の豊かな自然を守ることを通じて、本市で暮らす人が住んで良かったと思えるまちづくりへの取組を
進めます。

また、近年のデジタル化の進展を踏まえ、環境変化に対応した行政手続のオンライン化などデジ
タル技術を積極的に活用し、サービスを社会に浸透させることで市民の利便性向上を図り、快適で
豊かな暮らしやすいまちを目指します。

※２　�交流人口：観光や仕事など様々な理由によって、ふじみ野市外からふじみ野市を訪れる人口。

総合戦略の基本目標

新たな産業の育成に対する支援を充実させることで、本市で働きたい人のための働く場を確保す
る取組を推進し、性別や年齢、障がいの有無にかかわらず働きやすい環境づくりに努めます。

基本目標 １　ふじみ野市における安定した雇用を創出する

本市が持つ様々な魅力を市内外に効果的・戦略的に発信し、コミュニティの場の創出や本市のブ
ランド力を強化することにより、交流人口※2の増加やその先の移住・定住につなげていく取組を継
続して進め、「訪れたい」「住みたい」と思われるようなまちづくりを目指します

基本目標 2　ふじみ野市への新しい人の流れをつくる

出産や育児に係る保護者の不安や負担を軽減し、次世代を担う地域の宝である子どもたちの未来
を育むことを目的に、「オールふじみ野」で子ども及び子育て家庭を支援する体制を整えることで、子
育て世代にも選ばれるまちを目指します。

基本目標 ３　出産や子育てのしやすいまちを創出する

基本目標 ４　安全・安心なくらしを守るとともに、デジタルの力を
活用した魅力ある地域を構築する
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